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近年、急速にスマートフォンやタブレット型端末
の世帯保有率が上昇し、特にスマートフォンは若年
から高齢世代まで幅広い年齢層で普及が進んでいま
す。それに伴い、インターネット通信技術が身近な
ものとなり、インターネットを通じた商品、サービ
ス、情報等に関する取引も日常的に行われるように
なってきました。ただ、インターネット上での商取
引は、とても便利な反面、思わぬトラブルに巻き込
まれることもあります。

特定商取引に関する法律（以下「特定商取引法」と
いいます。）では、適正な商取引が行われるように
様々な法規制を設けています。インターネット通信
販売でのトラブルを避け、賢く安全に利用するため
の必要な法的知識を知り、どのように考え行動した

らよいかを学習することが大切です。

インターネット上では、様々な事業者が商品販売
用のショッピングサイトを設けており、複数の事業
者の出品状況を比較して購入したり、近隣店舗では
手に入らないような商品を購入したりすることもで
きます。このようなインターネット上での商品購入
等は、離れた所にいる者同士がインターネット通信
技術を通して取り交わす売買契約の一種ですので、
民法の売買契約の規定が適用されます。売買契約で
すので、一旦成立すると、契約の拘束力が発生し、
売主には商品を引き渡す義務と代金を受け取る権利
が、買主には代金を支払う義務と商品を受け取る権
利が発生します。

1 はじめに

2 インターネット上での売買契約について
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この場合に、契約が成立するのは、消費者がイン
ターネット上で購入の申込みをし、事業者がそれを
承諾したときです。ただし、申込みボタンを押せば、
事業者からは直ちに自動返信で「承諾」通知が送ら
れてくることも多いので、消費者側の心づもりとし
ては、“ 申込みボタンを押したときが、「契約成立」
になる ” と考えるくらいの慎重さで画面操作をする
必要があります。インターネット画面では、次々に
画面上のボタンをタップして次の画面に進んでいき
がちですが、契約に向けた意思表示をすることの自
覚をもって、慎重に操作しましょう。

（1）通信販売とは

通信販売とは、事業者が、郵便、新聞、テレビ、イ
ンターネット上のホームページなどの方法で消費者
から物の購入やサービス提供の申込みを受けて行う
取引をいいます。典型例は、ショッピング雑誌の巻
末ハガキを使って注文する場合、テレビショッピン
グを見て消費者の側から電話して注文する場合など
です。消費者が事業者から電話での勧誘を受けて申
込みをする場合は、電話勧誘販売となり、通信販売
ではありません。事業者からの勧誘が前提となって
いるかどうかが主な違いとなります。

通信販売に関する規制は、特定商取引法で定めら
れています。通信販売は、自宅にいながらショッピ
ングができるというとても便利なものですが、他方
で、商品を実際に目にせずに購入することになるた
め、購買判断が事業者の行う広告や表示に強く影響
されます。広告や表示が不適切であれば、消費者が
申込時に期待していた商品と実際の商品とが異なる
等のトラブルが生じやすくなります。また、隔地者
間（離れた所にいる者同士）での取引であるため、
契約してから商品が手元に届くまでに時間がかかる
ことが通常ですので、代金を払ったのに商品が届か
ない等のトラブルが生じることもあります。

このような、通信販売に生じがちなトラブルを前
提に、特定商取引法では、広告に事業者を特定する
ための名前、連絡先などを表示すべきことや、返品
に関するルールがある場合はそれを表示すべきこと
など、様々な広告表示のルールを設け、また、注文

する際の最終的な場面で契約条件の表示がなかった
り誤っていたりしたことで、消費者が契約条件を誤
解して申し込んだ場合の取消権を定めるなどしてい
ます。

インターネットを介した通信販売（＝インターネッ
ト通信販売）も、上記の通信販売の一類型で、特定
商取引法が適用されます。では、どのような法規制
があるかを抜粋してみていきましょう。

（2）広告表示（特定商取引法　第11条）

特定商取引法では、「広告」の表示に対して規制が
あります。一般に広告というと、商品・サービスを
宣伝するあらゆる媒体が該当しますが、特定商取引
法の規制対象となる「広告」とは、販売業者等がそ
の広告に基づいて通信手段によって契約の申込みを
受ける意思が明らかで、かつ、消費者がその表示に
より契約の申込みをすることができるものを指しま
す。通信販売することが明示されている場合のほ
か、口座番号や送料といった通信販売に必要な情報
が表示されている場合などが該当し、典型例は、カ
タログ注文冊子、インターネットショッピングのウ
ェブページなどです。他方で、実店舗で販売する商
品を宣伝するだけのテレビ CM などは、この場合の

「広告」には該当しません。
通信販売広告には、次の事項を表示しなければな

らないこととなっています。

①販売価格（役務の対価）（送料についても表示が必要）

②代金（対価）の支払時期、方法

③商品の引渡時期（権利の移転時期、役務の提供時期）

④申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及
びその内容

⑤契約の申込みの撤回又は解除に関する事項（売買契
約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。）

⑥事業者の氏名（名称）、住所、電話番号

⑦事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用す
る方法により広告をする場合には、当該事業者の代
表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名

⑧事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であ
って、国内に事務所等を有する場合には、その所在場
所及び電話番号

⑨販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭
があるときには、その内容及びその額

3 インターネット通信販売　
～特定商取引法による規制の概要～
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⑩引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内
容に適合しない場合の販売業者の責任についての定
めがあるときは、その内容

⑪いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、
そのソフトウェアの動作環境

⑫契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、
その旨及び販売条件又は提供条件

⑬商品の販売数量の制限等、特別な販売条件（役務提供
条件）があるときは、その内容

⑭請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが
有料であるときには、その金額

⑮電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者
の電子メールアドレス

ただし、全ての事項を表示するのは広告スペース
の都合上難しいこともあるため、消費者からの請求
により、これらの事項を記載した電子メールを遅滞
なく送ることを広告に表示し、かつ、消費者から実
際に請求があった場合に遅滞なく電子メールを送る
ことができるようにしている場合には、一部の広告
表示事項については表示を省略できることになって
います。

こうした広告表示を確認することによって、契約
相手は誰なのか、契約内容や条件を正しく理解した
か、自分にとって適した条件かなどを検討すること
ができます。契約内容は全て広告表示に記載されて
いるので、表示を確認することが重要です。

（3）返品特約（特定商取引法　第15条の3）

ア　返品特約
インターネット通信販売での返品については、事

業者が特約（= 返品特約）を定めて広告に表示して
いれば、その内容が有効になります。この返品特約
というのは、特約で定めている内容に従い、思って
いたのと色味が違ったとか、靴のサイズが合わなか
ったなど、消費者側の都合による返品が認められる
場合のことです。そうではなく、事業者側に責任が
ある場合（商品が届かなかった場合、商品は届いた
けれど不良品であった場合など）は、仮に「返品不
可」という特約になっていたとしても、民法の定め
に従って契約解除・返品ができ、消費者は、既に代
金を支払済みであれば、返金を求めることができま
す。

事業者が返品特約を定める場合は、広告及び「最

終確認画面」にその内容を表示しなければならず、
広告への表示方法は、特定商取引法の施行規則で、

「顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読で
きるように表示する方法その他顧客にとって容易に
認識することができるよう表示すること」が求めら
れています。
イ　返品特約が定められていない場合

事業者が特に返品特約を定めていなかった場合
（定めていても広告に表示していなかった場合も含

みます。）は、法律の定めにより、商品の引渡しを受
けた日から（その日を含め）8 日以内であれば、申込
みの撤回や解除ができます。この場合、消費者は、
自ら送料を負担して返品ができます。ただし、訪問
販売の場合のクーリング・オフ制度のように、その
販売形態なら全ての契約に原則適用されるルールで
はなく、あくまで事業者が返品特約を表示していな
かった場合にだけ適用されるルールであることに注
意が必要です。通信販売は、訪問販売のように不意
打ち的に契約させられるわけではないため、クーリ
ング・オフ制度は設けられていません。

通信販売での購入を検討する際には、返品特約が
あるか、ある場合はどのような内容かをよく確認す
る必要があります。

（4）表示に問題があった場合の契約取消し

ア　 最終確認画面の表示について（特定商取引法　第
12 条の 6）

インターネット通信販売での注文前の最終確認画
面では、消費者が申込内容に関する必要な情報をき
ちんと一覧性をもって確認できるようにするため、
次の6つの項目を表示しなければならないことになっ
ています。

①分量

②販売価格・対価（送料を含む）

③支払の時期・方法

④引渡・提供時期

⑤申込期間（期限のある場合）

⑥申込みの撤回、解除に関すること

イ　 最終確認画面に表示がなかったことによる取消
権について（特定商取引法　第 15 条の 4）

アの 6 項目を正しく表示せず、消費者が次のよう

わたしは消費者 No.171 3

令和5年 6月20日発行



に勘違い等により申込みをしてしまった場合は、契
約を取り消すことができます。

・事実と異なる表示をして、消費者がそれを事実と勘
違いして申込みした場合
・必要な表示をしなかったので、表示されていない事
項が存在しないと勘違いして申込みをした場合
・申込みボタンと分からないままにボタンを押してし
まった場合� など

ウ　 顧客の意に反して契約の申込みをさせようとす
る行為の禁止（特定商取引法　第 14 条　1 項 2 号）

特定商取引法では、インターネット通信販売での
申込みの際に、消費者が申込内容を容易に確認し、
かつ、 訂正できるように画面設定等をしていないこ
とを「顧客の意に反して契約の申込みをさせようと
する行為」として禁止しています。

（5）誇大広告の禁止（特定商取引法　第12条）

特定商取引法では、次のような広告を禁止してい
ます。
・・著しく事実に相違する表示
・・実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有

利であると人を誤認させるような表示
例えば「絶対にやせる」などの表現は、誇大広告

に該当する可能性があります。そのような広告をし
ている事業者と契約をしてよいのか、冷静に検討し
ましょう。

（6）前払式通信販売について（特定商取引法　第13条）

特定商取引法では、事業者が前払式の通信販売を
行う場合で、代金を受け取った後の商品の引渡しに
時間がかかるとき（取引の実態からみて一週間程度
を過ぎる場合）は、次の事項を書面に記載して通知
をしなければならないとされています。

・申込みの承諾の有無
・事業者の氏名（名称）、住所、電話番号
・受領した金銭の額
・当該金銭を受け取った年月日
・申込みを受けた商品とその数量
・承諾する場合には、商品の引渡時期

もし、事業者からいつまで経っても注文の承諾が
来ない場合は、申込みを取り消して代金を返金して

もらうことができます。そのためにも事業者情報を
保存しておきましょう。

また、商品などが引き渡される前に代金を支払う
場合、商品などを引き渡されず、返金もしてもらえ
ないといったトラブル事例もあります。後払い等の
他の支払手段が用意されていないかを確認し、安心
できる支払方法を選択しましょう。仮に、支払方法
が前払いに限定されている場合は注意しましょう。

トラブルに遭わないためには、表示をもとに様々
な視点で検討していくことが重要となります。

例えば、トラブルに遭ったとき、契約相手が特定
できないと解決に向けての交渉をすることができま
せん。「事業者の氏名（名称）、住所、電話番号」など
の事業者情報が必須となります。

また、消費者に誤解を生じさせないように、契約
内容の表示方法や画面設定等が法を遵守している
か、誇大広告になっていないかなどを確認しましょ
う。そして、本当に納得のいく契約内容であるかを
検討することが大切です。

そのためにも、行政からの注意喚起情報などでト
ラブル事例や製品事故、健康被害情報なども調べ、
幅広い視点で検討していくことが必要です。

インターネット通信販売において知っておくべき
法的知識を紹介してきました。インターネット通信
販売は、世界中の商品を手元のスマートフォン等で
閲覧し、購入することができる楽しいものです。注
文後は、商品が自宅まで配送されるので、その手軽
さも魅力です。このように、楽しく便利なものです
が、その本質は、売買契約の一種であり、成立後は
当事者間に権利と義務を発生させるものです。イン
ターネット通信販売でのトラブルを避け、楽しく有
意義に利用できるようにするため、注文前に広告表
示や最終確認画面の表示に隅々まで目を通すように
心がけましょう。きちんとした事業者であれば、大
切なことは全て表示されているはずです。また、気
軽さゆえに身の丈に合わない高額なものや不要なも
のまで購入して後から後悔することがないよう、契
約をしているという自覚をしっかり持って慎重に検
討しましょう。

4 トラブルに遭わないために

5 おわりに～生徒へのアドバイス～
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■ 教材の概要
インターネット通信販売を適切に利用できるように、若者に多い最近のトラブル事例をもとに、インター

ネット通信販売の特徴や利用上の注意点、トラブル防止のために知っておきたい法規制等を学習することを
目的にしています。

■ 教材の項目

■ 教材の特徴
・・各項目が 1 つ 1 つ独立した構成になっており、授業展開に合わせて、自由に組み合わせて使用できます。
・・各項目とも、設問に対して生徒が画面上に答えを入力することで、解答や記入例が見られるという生徒参

加型の仕組みを取り入れています。
・・「トラブル事例紹介」では、若者に多い最近のトラブル事例をイラストで紹介し、生徒がトラブルになった

原因を自分で考え、注意点を学習することができます。
・・「実践問題」では、申込みの最終確認画面例を使って、実際に確認すべきポイントを探して画面上にマーク

を付けるなど、楽しみながら学習できる仕組みを取り入れています。
・・付属資料として高等学校の公民科や家庭科の授業で使用できる「授業展開例」「ワークシート」や、先生と

生徒共用の「解説書」を収録しています。

高校2年生 ： りく高校2年生 ： あおい

ネコ型ドローン
AIナビゲーター：ミッケ

インターネット通信販売を適切に利用できるように、若者に多い最近のトラブル事例をもとに、インターネット通信販売
の特徴や利用上の注意点、トラブル防止のために知っておきたい法規制等を学習することを目的にしています。

Web版教材の概要と使い方

●トップページ

●本教材作成の趣旨

●本教材の特徴

●登場人物

－  A3  －

付属資料 ●解説書（PDF）生徒と教員の共用資料です。
・Web版教材に沿って分かりやすく解説をしています。

●先生のためのページ
・高等学校の新学習指導要領におけるインターネット通信販売の学習の在り方
・Web版教材と学習指導要領（平成30年告示）との照合（【公民編】【家庭編】）
・Web版教材を活用した授業展開例と加工可能なワークシート（【公民編】【家庭編】）

●取り扱っている項目
● インターネット通信販売の特性
● 契約成立に伴う権利と義務
● トラブル事例紹介

● 実践問題

● 全体のまとめ

・トラブル事例④  「やせなかったら、返金保証」って本当？
・トラブル事例⑤  「組み立て式自転車」自分で組み立てられる？

・トラブル事例①　返品できるかな？
・トラブル事例②　前払いで申し込んだのに…。
・トラブル事例③　この契約、定期購入だったの⁉

・実践問題Ⓒ　最終確認画面 定期購入編・実践問題Ⓐ　最終確認画面 何を確認する？
・実践問題Ⓑ　最終確認画面 問題点はどこ？

●各項目が1つ1つ独立した構成になっており、授業展開に合わせて、自由に組み合わせて使用できます。
●各項目とも、設問に対して、生徒が画面上に答えを入力することで、解答や記入例が見られるという生徒参加型の仕組
みを取り入れています。
●「トラブル事例紹介」では、若者に多い最近のトラブル事例をイラストで紹介し、生徒がトラブルになった原因を自分
で考え、注意点を学習することができます。
●「実践問題」では、申込みの最終確認画面例を使って、実際に確認すべきポイントを探して画面上にマークを付けるな
ど、楽しみながら学習できる仕組みを取り入れています。

新作  消費者教育教材の紹介
高校生向けWeb版消費者教育読本

『知っているようで知らない！？ インターネット通販の基礎知識』
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/center/kyoiku/web/kou05/

本教材は
スマートフォン・

タブレットに
対応しています。

東京都消費生活総合センターからのお知らせ
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● 授業展開例やワークシート（抜粋） ● 解説書

公民編 家庭編

■ 学習のポイント
● インターネット通信販売の特性

インターネット通信販売について、生徒が自身の利
用方法を振り返ったり、店舗販売と比較してのそれぞ
れのメリット、デメリットを考えます。インターネッ
ト通信販売に関する学習の導入として利用できます。

● 契約成立に伴う権利と義務
インターネット通信販売による購入も

「契約」であることや、それに伴う権利と義
務について説明しています。

また、インターネット通信販売では申込
みボタンを押したときが「契約成立になる」
と考えるくらいの慎重さが必要であること
を解説し、各トラブル事例の最後に共通事
項として表示し注意喚起しています。

● トラブル事例紹介
若者に多い最近のインターネット通販のトラブル事例をイラストで紹介

します。生徒自身が 5 つの事例をもとに、トラブルになった原因や、トラブ
ルに遭わないために気を付けるポイントなどを学習することができます。
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● 実践問題
インターネット通信販売における申込みの「最終確認画面例」を使用して、申

込みをする際に様々な視点から確認する重要性を学習します。画面例を見なが
ら、解答箇所にマークを付けたり、枠で囲んだりすると、解説を見ることがで
きます。自学自習としても活用できます。

実践問題
Ⓐ

正しい「最終確認画面例」を使って、
申込みの際に確認すべき6つの項目にマークを付ける問題

実践問題
Ⓑ

誤った表示の「最終確認画面例」を使い、
問題点がどこにあるかを考え、自由に解答を入力できる問題

実践問題
Ⓒ

定期購入契約であることが分かりにくい「最終確認画面例」を使
って、定期購入と気付けるポイントや問題点などを探して、枠で
囲んだり解答を入力したりする問題

● 全体のまとめ
トラブル事例をもとに、インターネット通信販売の注意点をまとめています。

 

 

消費者教育教材のご案内
東京都消費生活総合センターでは、消費生活に役立つ情報を楽しくわかりやすく学習するための

教材として、Web 版消費者教育読本や、消費者教育 DVD を制作しています。
　ご家庭での自主学習や学校の授業、企業の研修、グループ学習などの教材として、
ぜひご活用ください。   詳細はこちら▶  

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/manabitai/kyouzai

大人になる君へ社会で役立つ契約知識
（令和3年度作成・高校生向け）

契約に不慣れな若者層が、今後、様々な契約に直
面した時に判断基準となる法律の考え方を学習で
きる教材です。

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/center/kyoiku/web/kou04/

情報社会を泳ぎきる！ かしこいヒツジへの道
（平成19年度作成（令和2年度全面改訂）・中学生向け）

インターネットのトラブル事例から、契約の基本
ルールとトラブル回避の方法や考え方を学習でき
る教材です。

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/center/kyoiku/web/chu01/
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〒162-0823　新宿区神楽河岸1-1　☎ 03-3235-1157
東京都消費生活総合センター

東京都消費生活総合センターからのお知らせ

日　程：令和5年7月25日（火）～ 8月10日（木）の期間内で実施
会　場：東京都消費生活総合センター（飯田橋）、東京都多摩消費生活センター（立川）
講座数： 全16講座　◇◇ 座学講座…10講座（1講座を除きオンライン受講あり）  

　   　　　◆ 実験講座… 6 講座（同じ講座を2会場　別日程で実施）
対　象： 教育現場で消費者教育を実践いただける方ならどなたでも！  

（都内小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の先生、栄養士、部活動の指導にあたる先生など）

定　員：◇◇ 座学講座…飯田橋50名・立川30名・オンライン220名　※会場受講は定員に達し次第募集終了。 

　　　  ◆ 実験講座…飯田橋32名・立川16名　※申込多数の場合は抽選により受講者を決定。

■ 研修の認定について
本講座は、東京都教職員研修センターの 1 年次（初任者）研修「課題別研修」の単位とすることができます。
ご不明な点がある場合は、東京都教職員研修センター研修部授業力向上課へお問い合わせください。

■ 研修の周知について
本講座は、教育庁指導部より周知をしていただいております。

■ 受講証明書の発行について
受講後、ご希望のある方には、東京都消費生活総合センターより受講証明書を発行いたします。

令和5年度 
教員のための消費者教育講座

【主催】東京都消費生活総合センター

【後援】
東京都教育委員会
東京私立初等学校協会
一般財団法人東京私立中学高等学校協会
公益財団法人東京都私学財団

▶お申し込み ： 電子申請　詳しくはHPをご覧ください
▶お問い合わせ先 ：東京都消費生活総合センター 活動推進課 学習推進担当　TEL 03-3235-1157

6月15日（木）申込開始

※資料は事前に受講者のみ閲覧可能な「受講者専用ページ」に掲載します。
※会場受講の場合も資料の紙配布はしません。ご自身のパソコンや通信機器で見ていただきます。（会場では Wi-Fi 利用可能）

オンライン配信220名
（Teamsによる受講）

立川会場30名
（座学講座ではサテライト会場）飯田橋会場50名

 今年もやります! 会場＋ライブ配信のハイブリッド型！ 
教科書の枠を超えた消費者教育をご受講しやすいスタイルで。

東京くらしWEB  募集中の講座 検 索
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